
環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定について、離脱を表明した米国以外の国の間で
一部条文を除く同協定の内容を実現するための協定。
米国の不在に伴い停止する項目を絞り込み、ＴＰＰ協定の高い水準を維持。

【交渉経緯】
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環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

主な内容（全７条）

第１条 :ＴＰＰ協定の組込み
第２条 :特定の規定の適用の停止

※ＩＳＤＳ（投資合意、投資許可）、生物製剤データ保護等の２２項目を停止（うち１１項目は知財関係）

第３条 :効力発生
※６か国の締結完了

第４条 : 脱退
第５条 : 加入
第６条 : 本協定の見直し

※ＴＰＰ協定の効力発生が差し迫っている場合又はＴＰＰ協定が効力を生ずる見込みがない場合には、いずれかの締約

国の要請に応じ、本協定の改正及び関係する事項を検討するため、本協定の運用を見直す。

第７条：正文（英、西、仏）

2010年3月 ＴＰＰ協定交渉開始（当初は８か国）
2013年7月 日本が交渉参加
2016年2月 署名（於：ＮＺ・オークランド）
2017年
1月20日 日本、国内手続完了を寄託者（ＮＺ）に通報
1月23日 トランプ米大統領、ＴＰＰ離脱の大統領覚書を発出
3月14-15日 ＴＰＰ閣僚会合（於：チリ）
5月21日 ＴＰＰ閣僚会合（於：ベトナム）
→ ＴＰＰ協定の早期発効に向けた選択肢を、１１月のＡＰＥＣ首脳

会議までに検討。

7月-11月 ＴＰＰ高級事務レベル会合（計４回開催（３回は日
本が主催））

11月8-10日 ＴＰＰ閣僚会合（於：ベトナム）：大筋合意
2018年

1月22-23日 ＴＰＰ高級事務レベル会合（於：日本・東京）
→ 協定本文及び凍結項目を確定。

3月8日 署名式（於：チリ・サンティアゴ）
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参加国間で、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進めるとともに、幅広い分野で新
たなルールを構築するＴＰＰ協定を実施する。

海外の成長市場を取り込み、我が国の未来投資戦略２０１７に寄与する。

• 実質ＧＤＰ：約１．５％押し上げ
（約８兆円に相当（２０１６年度ＧＤＰ水準で換算））（※）

• 労働供給：約０．７％（約４６万人）増加（※）

世界で保護主義的傾向が強まる中、自由で公正な２１世紀型のルールを作っていく上で重要な一歩であり、
米国や他のアジア太平洋諸国・地域に対しても積極的なメッセージになる。

早期締結の必要性

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

【２１世紀型ルールの例】

＜投資＞
投資先の国が投資企業に対し技術移転等を要求することの禁止

＜貿易円滑化＞
急送貨物の迅速な税関手続（６時間以内の引取）を明記

＜電子商取引＞
国境を越える情報の自由な流通の確保、デジタル・コンテンツへの関税賦課禁止
ソースコード（ソフトウエアの設計図）移転・アクセス要求の禁止、サーバー現地化要求の禁止

＜国有企業＞
非商業的援助により他の締約国の利益に悪影響を及ぼすことの禁止

＜知的財産＞
模倣・偽造品等に対する厳格な規律
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（※）TPP協定（12か国）の経済効果分析
・実質GDP：約２．６％押し上げ
（約１４兆円に相当（２０１４年度ＧＤＰ水準で換算））
・労働供給：約１．３％（約８０万人）増加



〇急送少額貨物（第５・７条１（ｆ）の第２文）

〇ＩＳＤＳ（投資合意、投資許可）関連規定（第９章の一部）

〇急送便サービス（附属書１０－Ｂ ５及び６）

〇金融サービス最低基準待遇関連規定（第１１・２条の一部等）

〇電気通信紛争解決（第１３・２１条１（ｄ））

〇政府調達（参加条件）（第１５・８条５）

〇政府調達（追加的交渉）（第１５・２４条２の一部）

〇知的財産の内国民待遇（第１８・８条１注２の第３及び４文）

〇特許対象事項（第１８・３７条２、第１８・３７条４の第２文）

〇審査遅延に基づく特許期間延長（第１８・４６条）

〇医薬承認審査に基づく特許期間延長（第１８・４８条）

〇一般医薬品データ保護（第１８・５０条）

〇生物製剤データ保護（第１８・５１条）

〇著作権等の保護期間（第１８・６３条）

〇技術的保護手段（第１８・６８条）

〇権利管理情報（第１８・６９条）

〇衛星・ケーブル信号の保護（第１８・７９条）

〇インターネット・サービス・プロバイダ（第１８・８２条、附属書１８

－Ｅ、附属書１８－Ｆ）

〇保存及び貿易（第２０・１７条５の一部）

〇医薬品・医療機器に関する透明性（附属書２６－Ａ第３条）

○ブルネイの投資・サービス留保表の一部（附属書Ⅱの一部）

○マレーシアの国有企業留保表の一部（附属書Ⅳの一部）

凍結項目一覧

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
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